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午前 ９時５９分 開会 

○西嶋課長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまか

ら平成16年度第５回食料・農業・農村政策審議会生産分科会果樹

部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましてはご多忙中にもかかわらずご出席い

ただきまして、誠にありがとうございます。議事に入りますまで

果樹花き課の西嶋の方で司会進行をさせていただきます。 

 それでは、まず資料のご確認をいただきたいと思います。配布

資料の一覧がございまして、その下に資料を置いております。資

料１から資料９まで、それから参考資料が参考１、２でございま

す。 

 簡単に資料のご説明をしますと、資料１と資料２が議事次第、

委員名簿でございます。資料３は、前回の２月８日にご議論をい

ただきました第４回果樹部会の議事概要でございます。それか

ら、資料４につきましては、果樹農業の振興基本方針の骨子案に

ついて、２月中旬にパブリックコメントをもらいまして、その結

果について「果樹農業の振興を図るための基本方針（骨子案）」

に寄せられたご意見等の概要とご意見に対する考え方でございま



す。 

 資料５につきましては、産地・経営小委員会、需給小委員会で

ご審議いただきました需給見通し、経営指標の関係資料でござい

ます。 

 資料６につきましては、本日の審議の主題でございます果樹農

業振興基本方針（案）、資料７がその基本方針（案）の参考資

料、それから資料８がこれまでの議論を踏まえまして必要な修正

を行いました果樹農業の課題と今後の方向でございます。 

 それから、資料９につきましては、これまでの果樹部会なり小

委員会なりの検討の経緯をスケジュールという形で整理をしてご

ざいます。 

 それから、参考資料といたしまして、１が３月９日の審議会で

答申いただきました食料・農業・農村基本計画、それから参考２

といたしまして果樹農業振興特別措置法の抜粋を用意いたしてお

ります。 

 資料の抜け等がございましたら、事務局までお申し付けをいた

だければと思っております。 

 それから、本日の委員のご出席でございますけれども、所用に

より武井臨時委員がご欠席でございます。それから、川田委員に

おかれましては若干遅れられるという連絡をいただいておりま

す。それから、本日、志村小委員長、徳田小委員長にもご出席の

ほうをいただいております。 

 それでは、議事次第に基づきまして、まず豊田部会長にごあい

さつをいただき、そのまま部会長に議事進行をお願いいたしま

す。 

 豊田部会長、よろしくお願いいたします。 

○豊田部会長 おはようございます。委員の皆様には本日はご多

忙の折、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

 ご案内のように一昨日、３月９日の本審議会におきまして、新

たな食料・農業・農村基本計画の答申がなされました。この計画

では食料需給率の目標と重点事項、担い手の育成と経営支援、農

地制度の改正、多面的機能と環境保全政策等、国際化と消費者ニ

ーズに対応いたしました基本計画の展望が示されております。 

 果樹部会におきましては、昨年２月20日の基本方針の諮問を受

けまして、部会、小委員会を開催いたしまして生産・流通・消費

の実態や需給調整、経営安定対策等の実態をご検証いただき、昨

年８月３日の中間論点の整備、本年２月８日の骨子を踏まえまし

て、本日、基本方針の取りまとめと至っております。 

 基本方針では、特に国際化に対応した果樹産地構造改革計画を

産地協議会の下で策定する。これを基に需要に見合った生産を進

め、担い手の経営支援を推進する。あるいは食育と連携した国産

果実の需要拡大や輸出振興を図る。さらに新たな果実の販売・加

工・流通形態を戦略的に推進する。環境保全や多面的機能を重視

する等の展望が示されておりまして、果樹農業振興の基本となる

ものと考えております。 

 この間、委員の皆様方には広い視野と専門的な見識を発揮され

て、忌憚のないご審議をいただいたことに改めて感謝申し上げま



す。本日もよろしくお願いいたします。 

 本日は農林水産省から染大臣官房審議官がご出席されておられ

ますので、ごあいさつをお願いいたします。 

○染大臣官房審議官 生産局担当審議官の染でございます。第５

回の食料・農業・農村政策審議会生産分科会の果樹部会の開催に

当たりまして一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 まず初めに、本日ご参集の委員の皆様方並びに志村、徳田両小

委員長におかれましては、大変お忙しい中、この会議にご出席い

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 この果樹農業振興基本方針の検討でございますが、今、部会長

からお話があったとおりでございます。昨年の２月20日に第１回

目の果樹部会が開催されました。その後、果樹部会が４回、産

地・経営小委員会は７回、需給小委員会は６回と１年にわたりま

して大変熱心なご議論をしていただいてきたというところでござ

います。おかげさまで本日、最終的な取りまとめの日を迎えまし

たのは、皆様方のご尽力の賜物だと大変感謝申し上げる次第でご

ざいます。 

 今お話がありましたように、今週の水曜日には食料・農業・農

村基本計画が食料・農業・農村政策審議会の方から答申をいただ

いたところでございます。今後は所要の手続きを経まして、農林

水産省として最終的に決定するというふうな状況にあるわけでご

ざいますが、やはり食料・農業・農村基本計画と今日まとめてい

ただく予定の果樹農業振興基本方針、これらがまさに今後の果樹

農業の政策の基本的な考え方、あるいは具体的な政策の展開方向

を示すものだというふうに考えております。 

 今後は我々行政はもちろんでございますが、都道府県あるいは

農業団体あるいは消費者の皆様方のご理解とご協力の下に今後の

果樹農業をいかに展開していくのか。21世紀にはばたくような果

樹農業をきちっと支援していく、それを支えていくという施策を

今後やってまいりたいと考えておりますので、どうか今後とも皆

様方のご支援なりご協力をお願いしたいと考えております。 

 そういう意味で本日は、果樹農業振興基本方針の内容をご議論

いただきます最後の機会でございますので、どうか忌憚のないご

意見を頂戴いたしますようお願い申し上げまして、簡単でござい

ますがあいさつとさせていただきます。 

○豊田部会長 それでは、本日の議題でございますが、本日の主

要課題であります果樹農業振興基本方針（案）に入る前に、まず

これまでの特に前部会からの検討経緯についての私からお話をさ

せていただきます。 

 果樹農業振興基本方針の検討に際しまして、前回の第４回部会

では果樹農業振興基本方針骨子（案）についてご議論いただきま

した。その後、事務局におきまして骨子と考え方を、果樹農業振

興基本方針の構成内容にあてはめまして果樹農業振興基本方針

（案）を作成し、すでに委員の皆様の下に事前にお渡ししている

ことと思います。 

 また、先ほど事務局からも資料の紹介がございましたが、果樹

農業振興基本方針骨子（案）につきまして、２月15日から22日ま



での間でパブリックコメントを行ったとのことでございます。 

 さらに、後ほど事務局からも説明があるかと思いますが、第２

項の果実の需要の長期見通しに即した栽培面積、その他果実の生

産の目標、第４項の近代的な果樹園経営の基本的指標につきまし

て、２月18、22日に需給小委員会及び産地・経営小委員会でご議

論をいただき、取りまとめたものを果樹農業振興基本方針（案）

に盛り込んでございます。 

 以上、前回部会からの検討経緯でございますが、特にご質問、

ご意見がございましたらお願いいたします。 

 特に無いようですが、本日の部会も実のあるものとなりますよ

う、よろしくお願いいたしますとともに、本日はこれまでの議論

の集大成としまして、果樹農業振興基本方針についての答申を行

いたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 まずは事務局より資料４から６について説明をお願いいたしま

す。 

○竹原果樹花き課長 果樹花き課長の竹原でございます。それで

は、資料の説明をさせていただきます。 

 先ほど部会長からもお話がございました、まず資料４でござい

ます。いわゆるパブリックコメントを実施いたしました。めくっ

ていただきますと２ページ以降内容が出ておりますが、１件ご意

見がございました。これは生産者の集団の代表の方からのご意見

ということでございます。 

 内容は省略をいたしますけれども、反対意見ということではご

ざいませんで、特に内容の確認とかという、そういうような内容

でございました。パブリックコメントの説明につきましてはこれ

で省略をさせていただきます。 

 続きまして、資料５につきましてご説明をいたします。前回の

果樹部会以降、需給小委員会、産地経営小委員会、各１回ずつ開

催をいたしました。需給小委員会におきましては各品目の需要見

通し、それから生産の見通し、それから栽培面積の見通しという

ものの見直し。 

 また、産地・経営小委員会ではいわゆる経営展望を中心にご議

論をいただきました。これらにつきましては、数字につきまして

は小委員会が終了いたしました段階で、各部会の委員の方々に送

付をいたしまして、あらかじめこの数字で良いかということをお

尋ねをいたしました。委員からは問題がない、そういうようなご

回答をいただいているところでございます。 

 すでにこの中の数字の主要な部分につきましては、一昨日答申

が得られました食料・農業・農村基本計画の中にも盛り込まれて

いるということでございます。簡単にご説明をいたします。 

 まず、１ページ目をご覧いただきたいと思います。果実の需給

見通しでございます。国内の消費仕向量、国内生産量、栽培面積

それぞれについて示してございます。 

 法律に基づきますと、左の果樹の種類、いわゆる政令で定めて

おります13品目についてだけ示せばいいという形になっておりま

して、前回までの基本計画ではそれだけを示しておりましたけれ

ども、今回は加えまして一番下の欄にございますけれども、それ



以外の果樹につきましても加えたものの数字を新たに添付してお

ります。 

 これは決めごとでございまして、ほかの品目もそうですが、基

準年を平成15年とおきまして、それと10年後の姿ということで平

成27年度の望ましい姿というものを、この２段を表示するという

形でございますけれども、果樹の場合は平成15年産が現状かと思

いますけれども、冷夏の年で、あるいは霜等の災害もございま

す。そのようなことでやや生産面では異常な年であったというこ

とでもございますので、平成14年の数字も併せて記載をさせてい

ただいております。 

 それから、参考までにそれぞれの欄の一番右でございますけれ

ども、平成22年の望ましい姿、５年前に基本方針で策定いたしま

した数字につきましても参考として載せてございます。 

 ここには書いてございませんが、食料自給率につきまして、果

樹につきましては、現在44％という数字でございますけれども、

平成27年度には46％に向上させる、そういう数字でございます。 

 次に２ページ目をおめくりいただきたいと思います。効率的か

つ安定的な果樹園経営の指標についてでございます。これはすで

にご案内かと思います。基本的な設定ということで、考え方が示

されております。主たる従事者が他産業並みの労働時間で地域に

おける他産業従事者並みの所得を確保し得る生産性の高い経営の

姿を実現するための10年後の目標を設定する。これは各品目共通

の考え方でございます。 

 果樹の場合は、経営の類型につきまして右に示しますとおり８

類型につきまして策定をしたところでございます。 

 結果といたしまして、（３）でございますけれども、経営形態

につきましては、これは従来と同様でございますけれども、家族

経営というようなことで、主たる従事者１名、それから補助的従

事者１名がおられるということを基本として想定して設定をして

おります。 

 結果的に経営規模は各類型によって異なっておりますけれど

も、一番少ないものが1.5ヘクタールから一番大きいもので2.7ヘ

クタールという形で設定しております。 

 それから、経営の目標につきましては年間労働時間は1,700時間

から2,000時間。これも実は決めごとがございまして、他の品目も

共通でございますけれども、2,000時間を超えないというような範

囲内で設定をしております。 

 それから、年間の所得につきましては、計算いたしました結果

といたしまして600万円から750万、主たる従事者の所得でござい

ますが、というようなものになっております。 

 これは食料・農業・農村基本計画の議論の過程で他産業並みの

所得というのは、最低530万／年間ということになっておりますけ

れども、これに余裕を持たせた形で、結果的に600万から750万と

いう形で設定をしたということでございます。 

 ２としまして、試算の前提ということでございます。まず、技

術の水準でございますが、10年後に一般化する技術水準によるも

のということで仮定しております。その内容は右の欄に示すとお

りであります。右の欄は次のページまで続いておりますので、ご



覧いただきたいと思っております。 

 それから、（２）でございますけれども、これを策定した過程

で、作期の分散による労働力の有効活用が必要であるという、そ

ういう観点を念頭に置いて策定いたしました。従いまして、いろ

いろな熟期の異なる品目、品種の組み合わせですとか、施設栽培

の導入ということで、なるべく作期が分散し、労働力のピークを

削減するというような、そういうような作業をしたということで

ございます。 

 それから、最後の３といたしまして、現行の基本計画、基本方

針と具体的な変更点ということでございます。右の方に主要な変

更点を示してございます。 

 特に経営収支につきましては、直近の水準を参考に見直しを行

ったということでございます。その結果といたしまして、次の４

ページをご覧いただきたいと思います。 

 先ほど申しましたとおり、27年度の目標として８類型を示して

おります。このうち、既に食料・農業・農村基本計画の参考資料

としての経営展望の中で、このうち６つにつきましては掲載され

ています。掲載されておりませんものはかんきつの３つ目の欄に

あります体系、それからブドウの施設体系については基本計画か

らは省略をされているということでございます。 

 経営規模という欄がございますけれども、先程申しましたとお

りの数字でございます。 

 それから、主たる従事者の１人当たりの所得というのが一番下

の欄に掲げてあります。こういうような形で経営展望につきまし

てお示しをしたということでございます。 

 参考までに最後のページに５年前につくりました22年度の目標

といたします数字と若干比較していただければと思っておりま

す。特に大きく異なります点は、経営規模でございます。経営規

模が最大で前回の場合はかんきつの場合は４ヘクタールという高

い数字を掲げてございます。これは前回の場合はモデル性という

のを特に重視をして策定をしたというような観点もございます。 

 それから、所得も比較的、下の欄をご覧いただきたいと思いま

すが、高い目標所得というのを掲げて策定したということでござ

います。今回策定したものにつきましては、この指標が実質的に

は認定農業者制度を、これは国がこういう方針を示しますと県あ

るいは市町村がそれぞれこれを基に指標をつくりまして、この指

標をベースに認定農業者を認定するという、そういうことになり

ます。従いまして、あまり高いハードルといいますか、高い目標

水準を設けるということになりますと、なかなか認定という行為

も行いづらいという、そういうところも配慮をいたしまして、な

るだけ現実に近い数字というような形で今回の目標としては経営

規模なり、農業所得というのを定めたということでございます。 

 資料５の説明は以上でございます。これを受けまして、次の資

料６、本日の本体でございますけれども、果樹農業振興基本方針

の案につきましてご説明をさせていただきます。 

 まず、この案につきましてどのように策定したのか。部会長か

らもお話がございましたけれども、２月８日に果樹部会が行われ

ました。その際に骨子と併せて考え方というものも配布をし、ご



議論をいただいたところでございます。 

 この基本方針はその考え方を基本的にベースにしております。

それと、先ほどの資料５でご説明しました第２項、第４項につき

まして新たに数字が固まりましたものですから、それを添付をし

た、そういうものでございます。 

 当然、加えまして２月８日の段階でいろいろ各委員からご指摘

がございました。その点を修正しております。併せまして、事前

に委員の皆様方にご説明の段階で修正のご意向がございましたの

で、その点も加味して修正をしたということでございます。中身

につきましては、主に修正をしたところを中心にご説明をしてい

きたいと思っております。 

 ページをおめくりいただきたいと思います。１ページでござい

ます。１ページの第１は果樹農業の振興に関する基本的な事項と

いうことで、前文を掲げてございます。これは前回なかったとこ

ろでございます。 

 前回の果樹部会では果樹農業の位置づけですとか、あるいは食

生活における果実の重要性、あるいはなぜ果実を食べることが必

要なのかということをしっかりうたい込む必要があるのではない

か。そういうご意見を中村委員等、数名の委員から頂戴いたしま

した。従いまして、今回、第１パラグラフ、第２パラグラフにお

きまして果樹農業の位置づけ、あるいは食生活の中における果樹

の必要性というものをしっかり書き込むということでございま

す。以上がまず第１点の変更点でございます。 

 次に１としまして、国際化の進展に対応した果樹産地の構造改

革でございます。この前文につきましては基本的にはほとんど変

わってございません。 

 以下共通でございますが、前回のご意見でもう少し読みやすく

してはどうかというようなご意見もございました。従いまして、

なるべく一文が長くならないようにセンテンスを区切るというよ

うな、そのような作業をいたしました。内容の変更はしておりま

せんけれども、そのような作業をしておりますので、若干文章は

変わっているところがございます。以下説明は省略いたしますけ

れども、そのような形で一部の修文をしております。 

 （１）でございますが、果樹産地構造改革計画の策定というこ

とでございます。これは骨子の段階でもご説明をいたしました

が、これは内容的には変わってございませんけれども、今までの

ご議論の中で果樹産地構造改革計画はどういうものかということ

は、これだけの短い文章ではなかなか言い尽くせないところがご

ざいます。従いまして、一番最後のページをご覧いただきたいと

思いますが、骨子の時にも付けさせていただきましたけれども、

参考ということで果樹産地構造改革計画の考え方及び内容という

ことで付けさせていただいております。 

 これは答申案本体という形にはなりませんけれども、お認めい

ただけるならば、いろいろな場面で説明をする際には必ずこの資

料を用いて説明をするということで、本体に準じたものというよ

うな扱いで私どもとしても対応していきたいと考えているところ

でございます。 

 次に（２）でございます。担い手の育成・確保でございます。



ここで一部修正がございます。第２パラグラフをご覧いただきた

いと思います。 

 その場合、農業所得が主で、主に農業に従事している60代まで

の者が存在する農家（主業農家に準じた概念）というふうな書き

方をしております。 

 これは以前の文章ですと、主業農家で60歳代までの主業農家と

いうような書き方をしております。ところが、実は主業農家の概

念、考え方の定義でございますけれども、主業農家は農業所得が

主で、なおかつ65歳未満の主たる従事者がいる農家というのが主

業農家の定義でございます。従いまして、これまでの議論では果

樹農業の場合は60代までは担い手として考える必要があるのでは

ないかというご議論がございました。従いまして、それを反映す

る形で、なおかつ正確に書くというような観点からこのようなこ

とにしたわけです。 

 事前に一部の委員から、これはわかりづらい表現ではないかと

いうようなご意見も頂戴をしておりますけれども、ここはわかり

易くするというよりも、より正確に書く必要があるのではないか

ということで、このような書き方にさせていただいているところ

でございます。 

 それから、次の２ページをご覧いただきたいと思います。

（３）の産地計画に基づく生産基盤の構造改革、これにつきまし

てはこの前の考え方と変わってございません。 

 それから、（４）需要に見合った果樹生産の推進でございます

けれども、上から３行目にこれに対応する上で優良な新品種の効

果的な導入が求められている。ここの点を追加しております。 

 これはいろいろな方から前回の部会で新品種の導入あるいは開

発が必要であるというようなご意見を賜っております。そこでこ

こにさらに追加をしたということでございます。 

 なお、新品種の開発が必要だという、育成が必要だということ

につきましては、（４）の下から２行目のところに新品種の育

成・導入という言葉が書かれておりますし、加えまして、ちょっ

と飛んで恐縮でございますけれども、最後14ページになります。

一番下から２番目の行でございます。技術開発について述べたと

ころでございますけれども、品質の高い新品種の導入という言葉

がここでも出ております。そのようなことで特に新品種の導入あ

るいは育成というものが重要であるということを各場面で書かせ

ていただいております。 

 続きまして、２の担い手の経営改善でございますけれども、こ

れにつきましては前回の考え方と全く修正をしていないというこ

とでございます。全く同様ということでございます。 

 それから、３の国産果実の需要維持・拡大でございますけれど

も、最初の３行につきまして、これは厚生労働省と事前に表現ぶ

りにつきまして調整をいたしましたけれども、適切な表現として

こういうような表現にしてくれということで、一部字句の修正を

しております。読み上げます。 

 「果実等の摂取量は生活スタイルの多様化等による食の外部

化、簡便化志向等が進展する中、横ばい傾向が推移しているもの

の、「第６次改定日本人の栄養所要量－食事摂取基準－の活用



（平成12年）」で目安とされた１日当たりの目標摂取量150ｇを満

たしていない」ということで修文をさせていただいております。 

 次に内容でございます。（１）のくだもの200ｇ運動の効果的な

推進につきましては前回の考え方に修正を加えておりません。 

 それから、（２）の消費者への情報提供と関連産業との連携で

ございますけれども、この中で今日はご欠席ですが武井委員から

情報の発信という観点からは、卸売市場の役割も重要であるので

特記する必要があるというようなご意見を賜りました。そこで１

行目に卸売市場という言葉を追加しております。 

 これは今日はご欠席ではございますけれども、武井委員に事前

にご了解をいただいております。 

 それから、（３）食育の連携でございます。これについては修

正をしておりません。 

 それから、大きな４番、国産果実の輸出の振興でございます。

ここにつきましては、以前は東アジアの富裕層という表現をして

おりました。富裕層というのは必ずしも適切ではないのではない

か。あるいは、東南アジアに限定する必要がないのではないかと

いうようなお話がございました。 

 そこで他の基本計画との整合も踏まえながら、表現ぶりにつき

ましては所得が向上している東アジア等という表現に修正してお

ります。 

 続きまして、次の５ページ、６ページをご覧いただきたいと思

います。第２です。先ほどご説明いたしましたが、果実の需給の

長期見通しに即した栽培面積、その他果実の生産の目標というこ

とでございます。ここは先ほどのご説明を踏まえて追加をしたと

ころでございます。果実の需給の長期見通しというような観点か

ら、需要につきましては、くだもの離れを防止するというような

観点、そのためにくだもの200ｇ運動を定着させるという、そうい

うような前提に需給の見通しを策定しましたということをまず文

章で掲げております。 

 それから、２の果実の生産の目標といたしましては、担い手の

育成・確保、生産性向上を計画的に行う産地の育成、それから食

べやすいもの、おいしいもの、多様なものを求めるニーズの高ま

りなど、果実の消費動向の変化に対応できる低コスト生産供給体

制の確立、そういうものを前提に目標を定めたということを掲げ

ております。ここの文章につきましては基本計画にも掲げられて

いるところでございます。 

 それから、右の表でございますけれども、先ほどは平成14年の

数字、あるいは前回つくりました平成22年の目標値を参考に添付

をいたしましたけれども、これは決めごとでございまして、基準

年の15年と27年の目標数値のみを掲載しているということでござ

います。 

 それから、下の参考といたしまして、政令品目以外の果実分を

加えた果実の姿というのを今までの方針にはありませんでしたけ

れども、追加をしているということでございます。 

 次に７ページ、８ページをご覧いただきたいと思います。栽培

に適する自然条件に関する基準でございます。これにつきまして

は、すでに前回の果樹部会でご了解をいただいております。全く



内容は同様でございますので、省略をさせていただきます。 

 それから、９ページ、10ページをご覧いただきたいと思いま

す。まず、第４といたしまして近代的な果樹園経営の基本的な指

標ということで、まず最初は目標とすべき10アール当たりの生産

量、労働時間及び機械の適正利用規模ということで右の欄を掲げ

ております。 

 これを策定する過程におきましては果樹研究所あるいは各県の

試験場あるいは専門家のご意見を踏まえて、前回、５年前に策定

したものを一部修正して、小委員会で了解をいただいたものでご

ざいます。 

 考え方といたしましては、前回示しました数値よりもより現実

的な数値ということで、一部数字の修正を行っているということ

でございます。 

 それから、11ページ、12ページをご覧いただきたいと思いま

す。２としまして、効率的かつ安定的な果樹園経営の指標という

ことでございます。これは先ほどご説明いたしましたもののとお

りを掲げさせていただいております。全部で８類型を右の方に掲

げさせていただいているということでございます。 

 それから、最後の13ページ、14ページをご覧いただきたいと思

います。まず、第５の果実の流通及び加工の合理化に関する基本

的な事項ということでございます。このうち１の（２）の流通コ

ストの低減につきまして一部修正をしております。３行目をご覧

いただきますと、「環境負荷の低減を図る観点から流通形態を見

直すとともに」というところを追加しております。これは、前回

の果樹部会で例えばダンボールの過剰包装という問題もあるが、

これは環境問題にもつながる問題であるというご指摘があり、こ

の点に対処すべきだというご意見がありました。それを踏まえて

追加したということでございます。 

 それから、２の果実の加工の合理化でございます。（１）の中

の下の３行目をご覧いただきたいと思います。また、果汁以外の

果実製品についても、新たに追加しております。果皮等に含まれ

る有効成分の抽出等の研究開発を進める。これは果実の中身だけ

ではなく、あるいは果実の果皮に含まれるいろいろな有用な成分

なども今後は付加価値を高めるという意味で生産の対象あるいは

販売の対象になるのではないかということで、そういう研究を進

める必要があるというご意見がございましたので、その点を追加

させていただいています。 

 それから、14ページでございます。最後の第６のその他必要な

事項でございますが、そのうちの１の食の安全及び消費者の信頼

の確保、環境保全の推進等でございます。この中で前回は土づく

りを基本としつつというような表現をしていたわけですが、この

土づくりの位置づけというのがよくわからないという、そういう

ようなご意見がございました。従いまして、１行目の最後のあた

りからでございますけれども、たい肥の施用等、果樹生産の基盤

となるという、そういう表現を追加し、土づくりの位置づけをよ

り明確化したということでございます。 

 それから、この１の最後から４行目をご覧いただきたいと思い

ます。ここを新たに追加しております。さらに加工残さ等の未利



用有機性資源の飼料、たい肥等への活用を推進し、環境負荷の低

減等、循環型社会の形成を図るものとする。これは果樹農業にお

いても循環型農業を目指すというような視点が必要ではないかと

いうご意見がございましたので、そこを追加したということでご

ざいます。 

 というわけで、一番最後の紙は先ほどご説明しましたとおり、

参考という形ではございますけれども、今までご熱心にご議論を

いただきました果樹産地構造改革計画の考え方及び内容というも

のを本体に準じた形で添付をするという形で取りまとめていきた

いと考えております。説明は以上でございます。 

○豊田部会長 説明、ありがとうございます。これまでの説明に

ついて、特にご意見、ご質問等があればお願いするとともに、最

後に改めてお伺いする時間もございますので、前に振り返って意

見、質問が出てきましたら、そのときにでもお願いいたしたいと

思います。 

 それでは、議論の時間も限られておりますので議論に入りたい

と思います。ご意見のある委員の方は挙手をお願いします。 

 増田委員。 

○増田委員 あとでもいいと思ったのですが、本編の基本計画、

一昨日出たものとの整合性と言いますか、４ページの消費者の情

報提供のところですが、（３）食育との連携の取り組みです。そ

こに食育というのがきっちり書かれているのはよろしいのです

が、本編の方でいきますと食育の推進のところ、37ページに、フ

ードガイドの策定というのが言われておりまして、果樹の方で食

育というからにはフードガイドというのがこれから省が進めてい

く食育の１つのツールとして大変重要な役割を果たすというふう

に説明も受けているところなので、生産局のお立場で、それをお

扱いになるおつもりだろうとは思うんですけれども、意匠、デザ

インに工夫を凝らして検討中と伺っておりますが。以上です。 

○豊田部会長 基本計画のフードガイドの策定というご指摘でご

ざいますが、この果樹の基本方針は基本計画に基づいて実施され

るという観点から、当然このフードガイドの策定と活用の一環と

して果実の消費拡大が位置づけられていると理解しております。 

 中村委員、お願いいたします。 

○中村委員 ３点ほど意見を申し上げます。１つは生産対策関連

ですが、自給率目標なり生産努力目標が策定されて、今後その実

現に向けて産地構造改革を策定して進めるわけですけれども、そ

れには予算措置というのが必要ですから、十分な予算確保をお願

いしたいというのが第１点です。 

 それから、２点目は果樹共済との関連ですが、前回も意見を申

し上げましたが、この基本方針案では経営安定対策の見直し後と

いいますか、加入促進という言葉は入っているのですが、経営安

定対策が見直される中で、今後も果樹共済の見直しが必要ではな

いかという意見を申し上げたのですが、基本計画の中でも品目別

政策の見直しと併せて共済の役割分担を整理して、あり方を見直



すという言葉も入っているわけですから、表現を見直すのが無理

であれば、今後経営安定対策の見直しの中で果樹共済のあり方を

検討するというのをきちっと議事録に確認してもらいたいと思う

ところであります。経営安定対策が見直される中で、共済という

のは非常に重要な役割だと考えますので。 

 ３点目ですが、需給調整対策ですが、現在は経営安定対策と需

給調整対策がセットという形で仕組んでいるわけですけれども、

今後19年度以降、経営安定対策が見直される中でも需給調整対策

は必要ですし、その点はふれられているわけですけれども、文章

上は生産者団体が中心となった需給調整、19年度以降についても

という表現なので、確かに生産者団体中心になってやらなければ

いけないのですが、セットが外される中で国なり行政の需給調整

に対する役割も当然大きいと思うので、19年度以降も需給調整対

策を十分にやるということをお願いしておきたいと思います。以

上です。 

○豊田部会長 他に委員の方からご意見はございますか。 

 それでは、木村委員お願いいたします。 

○木村委員 全体的な自給率が45％ということで、22年から27年

に５年間先送りされただけで、一応45％という数字が出てきたの

はよかったと思っていたんですが、果樹だけが当初22年の目標の

ときには51％であったのが、結果的に46％に下方修正された。 

 現状が44％だからしようがないと言えばしようがないのでしょ

うが、ここに全体的な我が国の果樹農業のつらさというのが非常

に現れてきているなという感じがしていました。 

 だからこそ、生産者の経営を守るような制度が必要だと思うの

ですが、果樹の経営安定対策の将来もなかなか大変だということ

で、もちろん今後の議論に期待するわけですが、そういう意味で

は大きな不安を覚えていました。 

 聞くところによると野菜の価格安定制度などは残るということ

も聞いているのですが、果樹だけ集中的にだめになるのかなとい

う大きな不安を持っています。全体的な審議会の新聞報道などを

見ていても、作物横断的な所得政策などという文字が踊っていま

すが、結果的にそれにも果樹農業だけ取り残されていくのではな

いだろうかというような不安を生産者として持っているというの

が正直なところの感想です。 

○豊田部会長 他に委員の方でご意見、ご質問はございましたら

お願いします。 

 納口委員。 

○納口委員 ２点申し上げたいと思います。１点目ですが、これ

は確認でございますが、果樹産地構造改革計画のところでござい

ますが、ここで目指すべき産地の姿を明確に位置づけるとあるの

ですが、１つの産地については１つの姿というような、違う形の

ものはあまり認めないというような均質的な産地をイメージして

いるのか、それともここにありますようないくつかの、またこれ

以外の多様なものもございますでしょうけれども、そういったも



ののいくつかの組み合わせというのもここではイメージしている

のかどうかということをお教えいただきたいと思います。 

 それから、もう１点は意見でございますが、14ページの第６の

その他必要な事項、議論がすでにあったかと思うのですが、１の

食の安全及び消費者の信頼の確保、環境保全の推進等の一番最後

のパラグラフに、鳥獣害被害のことがございますが、この項目の

中に鳥獣害が入ってくるのは私は違和感を持って読んでしまった

んですが、これを別の項目にしてもいいのではないかという感じ

がいたしたのですが、いかがでございましょうか。 

○豊田部会長 今、３人の委員の方からご質問、ご意見がござい

ましたので事務局からお願いします。 

○竹原果樹花き課長 まず、中村委員からのご指摘の３点でござ

います。第１点は、産地構造改革計画、まさに今果樹産地が置か

れております状況というのは非常に厳しいものがあって、担い手

を中心とした形で生産体制を見直さなければ、現在の果樹の生産

というものが維持できないのできないか、そういう危機感からこ

ういう考え方が生じ、そのための手段としていろいろな基盤整備

ですとか、あるいは改植ですとか、そういったものを講じていこ

うではないか。そういう考え方が生まれてきたわけでございま

す。 

 この考え方は当然国から、あるいは団体の上部から押しつける

というものではなく、ボトムアップで自ら産地ごとに計画を考え

たうえで、それに取り組むということでありますし、それに対し

て国が支援をしていくという、そういう考え方でございます。そ

れは一番最後の紙にも明確に書いてあるところでございます。 

 この問題につきましては、私どももこういう対策を強力に推進

しなければ、今後の果樹農業というのがなかなかうまくいかない

というふうに強く認識をしております。私どもも努力いたします

けれども、団体におかれましてもご協力、ご支援をぜひ賜りたい

と考えております。 

 それから、果樹共済につきましては前回もお話がございまし

た。ご案内と思いますが、基本計画本体においては農業災害にお

ける損失の補てんという欄がございます。44ページになりますけ

れどもごらんいただきたいと思います。２番目の文章でございま

す。 

 また、品目横断的政策の導入や品目別対策の見直しと併せて、

果樹の場合はこの品目別対策に該当するわけですけれども、その

見直しと併せて、これらの施策との役割分担を整理し、その結果

を踏まえて制度のあり方を見直すということが書かれております

し、今日お配りしております工程表の中にもそういうことが明示

されているという、そういうことでございます。 

 委員のご指摘はそういう意見につきましては、議事録に残すと

いうようなお話でございます。当然、委員のご発言は議事録に当

然残るわけでございますので、今後担い手の支援対策につきまし

ては、17年度に検討するということになっております。そういう

ことも視野に入れながら検討をするということになろうかと考え

ております。 



 それから、需給調整が必要であるということでございます。国

の役割というものもあるということは十分承知をしております。

委員ご指摘の考えを踏まえて対応をしていきたいと思っておりま

す。 

 それから、木村委員からのご指摘がございました。前回、５年

前につくりました自給率の目標は51％ということでございますけ

れども、実際にはこの５年間にどういう現象が起こったかという

ことは言うまでもないことでございます。生産が減少してきたと

いうことでございます。今回、あくまでも現実的で達成可能な数

値ということで46％の目標を掲げたということでございます。 

 そのために必要なことは、弱体化しております各産地を強力に

てこ入れをするということが必要ではないかと考えております。

中村委員へのお話と全く共通する部分もございますが、そういっ

たところにぜひ力を入れていきたいと行政としては考えていると

ころでございます。 

 なお、果樹経営安定対策につきましてご意見がございます。こ

れは前回もご意見がございました。野菜の場合はうんぬんという

ことですけれども、野菜の仕組みというのはご案内のとおり、経

営の安定という側面だけではありませんで、これは物価の安定、

価格の安定というような側面を持った制度でございます。従いま

して、制度の性格は異なっております。私どもこの議論をする過

程でずっとご説明をしてまいりましたけれども、果樹共済という

ものをうまく活用しながらやっていってはどうかということをお

話しさせていただきました。 

 これは今回、ここの表現に掲げておりますとおり、こういう問

題につきまして17年度検討するということになっております。そ

の中で議論をさせていただければと思っているところでございま

す。 

 それから、納口委員のご質問でございます。産地が目指す姿は

単一なのかどうかということでございます。これはいつかご議論

があったかとも思いますが、改めてまして申し上げますと、これ

は例示で３つ書かせていただいております。ただ、これは当然の

ことながら、ある産地ではこの中の２つを選択する、あるいは３

つすべてやるという、そういうことだって十分あり得る話だとい

う認識でおります。 

 それから、鳥獣害につきましては、実はこれはタイトルが一番

最後に「等」となっておりますように、雑多なものが入ってはお

りますけれども、鳥獣害の問題も重要であるということで、どこ

に入れるかという観点からすれば、ここに入れてはどうかという

ような議論の過程があったかと私は承知をしております。以上で

ございます。 

○豊田部会長 最後の鳥獣害被害の問題は、産地・経営小委員会

で提起されて、環境保全型農業というのは地域の生態系を踏まえ

て、それとの関連のもとで考えていくという視点からここに位置

づけられているという経過があります。 

○石川委員 文章上に関係のない素朴な疑問で申し訳ないんです

が、６ページの表を見ていて感じるのですが、うんしゅうみかん



の国内生産量が114万6,000トンあるものが91万5,000トンに減ると

いうことで、これはその他のかんきつ類に転換していくことだと

思うのですが、実際上、みかん畑のどのぐらいがその他のかんき

つ類の産地に代わって、つまり廃園になって、荒れ山になって残

ってしまうところがあるのかなというのが素朴な疑問でございま

して、みかん山は多分個人の持ち物だと思うので、その辺荒れ山

が本当の森に帰っていくのかどうか。素朴な疑問を持ちましたの

で、もしその他のかんきつ類に転換するところと、残って懸念さ

れる割合などがもしわかりましたら教えていただきたいなと思い

ました。 

○豊田部会長 この６ページは基本的にみかんを２割近く減らし

て、その他かんきつを４割近く増やすという、かんきつには北限

がございますので、当然その生産に重なっているという前提にな

っています。 

 それから、この転換と並んで、３ページには条件不利園地の廃

園を進めるということでございますが、それは各産地の産地構造

改革計画を策定する産地協議会で、この問題が決定されていくプ

ロセスがあると考えております。 

○梶浦委員 今おっしゃったとおりなんですが、現実に私の見て

きたところでいいますと、清水市が昔からのみかんの産地で、庵

原の山の上までみかん園だったわけです。数十年前、うんしゅう

みかんが三百何十万トンの時です。今、これが半分より少なくな

っているわけですけれども、今そのみかん山はどうなっているか

というと、一部は廃園になってますが、みかんの木はしぶとく生

きているんです。落葉果樹は枯れてしまうんですが、そのうちに

ヤブガラシが絡んだり、葛が絡んだりして、結局、徐々に徐々に

樹勢が弱っていって、長い期間をかけて自然生態系に戻っていく

のでしょう。それは相当まだ時間がと思います。一方、静岡の場

合はかなりの部分がお茶になっているんです。お茶のほうがもう

かるからでしょう。 

 それは産地ごとに森に返すよりももうかるものがあれば変えて

いくのでしょう。また、まだおやじが元気で、中晩柑で良い品種

があるなとなれば、それらに変わってくるでしょう。お茶みたい

にうまく受け皿となる他の作物があれば良いのですが。さらに、

清水ですからお茶の産地基盤があります。しかし、ほかの県でお

茶の伝統のないところだとそうもいかないでしょう。結局ケー

ス・バイ・ケースなのではないかと思います。 

○豊田部会長 その点に関連して、あるいは関連しなくても。 

 畑江委員。 

 あと、委員の方でご意見がある方は挙手をお願いします。 

 関連ですが、よろしいですか。 

 では、畑江委員、お願いいたします。 

○畑江委員 質問なんですけど、13ページに果実の加工の合理化

というところがありますけれども、この高品質果実製品とか果汁

工場の再編合理というところは、果汁をつくる高品質の果実のこ



とを言っているのでしょうか。果汁をつくるための製造方法につ

いては例えば２の中に入っているのでしょうか。そういう技術の

開発だけではなくて、多分それにはお金がかかると思うんです。

そういうのもこの中に入っていると思えばいいんですか。 

○豊田部会長 すみません、ご趣旨がわかりにくかったんです

が、もう１回ご説明いただけますか。 

○畑江委員 すみません。ここの、つまり果樹農業振興基本方針

というのは高品質の果実のことだけを言うのであって、高品質の

果汁を作る方はここには書かないということなんでしょうか。こ

れを読みますと、高品質のストレート果汁というのは、高品質の

果実から作れるように読めるのですが、高品質の果実を使って、

高品質の果汁を作る方法というのがありますね、製造方法。それ

はここには入らないんですか。それともこの文章から読めるので

しょうか。 

 果実の生産ではなくて、果実からつくる果汁の製造方法。 

○豊田部会長 ご質問の意味、わかりました。これは第５の第２

項の果実の加工の合理化に関する記述でございまして、果実加工

品の生産に限定しております。もちろん原料であります生果の生

産もそこに含んでおります。 

 ストレート果汁というのは濃縮還元果汁に対する付加価値を高

めた加工製品、そういう位置づけだと思います。 

○畑江委員 そうすると、果汁をつくる方法というのがあります

よね。例えば冷凍をして、それを脱水するとか、そういうような

方法もここに入っているわけですね。多分、それはすごくお金が

かかるような気がするんですけれども。 

○豊田部会長 各国にいろいろな果汁加工技術があると思います

ので、そういった技術の導入等も含めて当然想定されていると思

います。 

○竹原果樹花き課長 技術的な点からご説明いたしますと、スト

レート果汁というものはどういうものかということでございます

が、通常ジュースは１回濃縮をいたします。５分の１ないし６分

の１、これは加熱をするケースもあって、最近は膜を利用したり

という方法もありますが。 

○畑江委員 膜濾過をしたり、凍結脱水する、そういう技術のこ

と……。 

○竹原果樹花き課長 そういうような方法もありますが、やはり

どうしてもそういう過程で風味が飛んでしまったりとか、元のよ

さというのが失われてしまうわけです。ストレート果汁はそうい

う過程を省略いたしまして、チルドの状態で保存をし、出荷のと

きに瓶に詰めて出荷をする。そういうことでございますので、品

質が良いということで非常に高い評価を得ています。 



 しかし、極端に言えば保存するための体積が５倍ないし６倍か

かるということで、チルドの状況で保存するタンクが必要です。

そういうことが必要だということもあるものですから、平成17年

度、来年度の予算にそういうことができるような事業を新たに起

こしております。あるいは、このストレート果汁以外に新しい果

実調整品の研究をしたいという予算を用意しております。そうい

うふうにご理解ください。 

○畑江委員 濃縮の仕方とかも入っている、そう思えばいいんで

すね。 

○竹原果樹花き課長 高品質という意味ではいろいろな幅広い考

え方があろうかと思いますが、そういうものもあるということで

す。 

○豊田部会長 それでは、いかがですか。各委員の意見も出尽く

して、部会としての基本方針をまとめたいと考えておりますが、

いかがでしょうか。 

 それでは、異存がないようでございますので、部会として取り

まとめることといたします。 

 ここまでの議論に際しまして、お忙しい中、委員の皆様のご尽

力により、何とかまとめることができまして、本当にありがとう

ございます。改めて感謝申し上げたいと思います。 

 それでは、昨年２月20日の果樹部会におきまして農林水産大臣

から食料・農業・農村政策審議会に対し、果樹農業振興特別措置

法第２条の第１項に基づき、果樹農業の振興を図るための基本方

針を定めるに当たり留意すべき事項について、同条の第３項の規

定に基づき、食料・農業・農村政策審議会の意見を求めるとの諮

問を受けております。この諮問事項につきましては、審議会会

長、生産分科会会長より果樹部会において答申を決定するよう指

示をいただいておりますので、これにより答申を行うこととしま

す。 

 事務局は委員の皆様に答申案の配布をお願いいたします。 

 答申案を読み上げます。 

 

平成17年３月11日付 16食農審第125号 

 農林水産大臣島村宜伸殿 

食料・農業・農村政策審議会会長 八木宏典 

 

果樹農業特別振興特別措置法に基づく果樹農業の振興を図るため

の基本方針について（答申） 

 

 平成16年２月20日付 15生産第7073号をもって諮問のあった果

樹農業の振興を図るための基本方針について、下記のとおり答申

する。 

記 

 果樹農業の振興を図るための基本方針については、別紙のとお

り定めることが適当である。 

 



 以上でございます。委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは本答申を、今日、染審議官がご出席でございますの

で、お渡ししたいと思います。答申を用意するために多少時間を

いただきますが、よろしくお願いいたします。 

 特に議事とは関係ございませんが、これまでの議論を振り返り

まして、次回のためにも特に事務局側にお願いしたいこと等がご

ざいましたらお願いいたします。 

 梶浦委員、どうぞ。 

○梶浦委員 話題提供みたいな感じになってしまうのですが、よ

ろしいですか。 

 昨日、一昨日と輸出のことが盛んに言われて、総理もずいぶん

張り切っていらっしゃいます。最近果物の輸出について、まとめ

て問題点を紹介する機会が役員会でありまして、急きょ歴史を振

り返っていろいろ問題点を見ましたが、やはりいろいろな経緯が

あって大変だなと思いました。 

 果実の輸出は、今ブームのように言われているんですが、明治

の17年から一生懸命やっているわけで、さらに振り返れば江戸時

代に朝鮮に毎年のようにかんきつを持って行ったというのがわか

りました。明治17年以降もみかんの缶詰とかりんごとか隙間を狙

って、どんどんいろいろな個人とか貿易商がものすごい量を輸出

しています。それが戦争になって途絶えるのですが、戦後また嵐

のように英国にみかん缶詰を輸出して暴落させたりしてます。ま

た、振り返ると円のレートというのが大きな問題なわけですが、

この他に２つ問題があります。 

 １つは中国と韓国です。両国では、昔はそれほど果樹生産のレ

ベルというか、高品質果生産ができていなかったわけですが、昭

和50年代の後半ぐらいに中国から視察団が多数来ました。また、

我が国の苗木がどんどん韓国と中国に出ていきました。これは生

産者団体が出したわけではないんですが、苗木屋さんとか貿易商

社とか民間援助団体なんかがどんどん持って行ったんです。同時

に栽培に関する技術援助もやっているわけです。それが30年たっ

て今になってつけが回ってきているわけです。結局、一生懸命に

開拓していたカナダへのみかん輸出などの場面で韓国産とかスペ

イン産とか中国産と競合して負けてきています。 

 今度、中国で一気に富裕層が形成され、この層は贈答文化とお

供物としての高級品果物が買えるのですが、これだって元のレー

トが変わってくると、またちょっと輸出状況が変わってくると思

われ、果物輸出は脆弱です。 

 １つ言えるのは、どうせ時間の問題として中国と韓国が良いも

のをつくります。私共の品種は全部あの二つの国にはフリーに行

ってしまうわけです。例えば、私どもが育種した最高級のニホン

ナシ登録品種の「あきづき」等も、もう韓国に行ってつくってい

るでしょうし、中国にも行っていると思います。栽培技術もどん

どん行ってしまうわけです。 

 そうすると、10年か15年先には今の我々のレベルのものが向こ

う側から出てくるわけです。日本に入ってくるときは、今度の種

苗法で押さえられますけれども、台湾に輸出する分には関係がな



いわけです。シンガポールもそうですが、香港もましてそうで

す。これは時間の問題なんです。 

 そこで、ぜひＦＴＡ等の交渉の中で種苗に関する国際条約のＵ

ＰＯＶにおいて例外品目にしないようにさせるとか、交渉の切り

札に逆に使う等の努力が必要と感じています。５年先に倍増にせ

よと言われてもつらいところがあるというのが１つ。 

 もう１つは、過去の歴史では団体をつくって統制をかけても、

貿易商社や業者が脱退したり抜け駆けをやるのです。生産者団体

が一生懸命に統制を取っていてもきかないわけです。 

 今回のブームでも、各県のＪＡが競争のようにやるわけです。

向こうの輸入業者に思うように足下を見られているのではないで

しょうか。そうとすれば生産者利益はほとんど出なくなるのでは

ないでしょうか。全く同じ道を繰り返しそうです。 

 ぜひＪＥＴＲＯ等の統制をしっかり効かせていく必要がありま

す。 

○豊田部会長 番外でございまして、日本の国産の果樹農業振興

についての政府の役割ということについてのご指摘、貴重なご意

見だったと思います。果樹花き課の皆さん、十分ご承知のことと

思います。そういったご意見を生かせる方向でお願いします。 

○梶浦委員 最後の輸出というところは書きにくいですよね。こ

うとしか今の時点では書けないと思うんです。 

○豊田部会長 貴重なご意見をどうもありがとうございました。 

 それでは、答申の文章の用意ができたようでございますので、

答申を染審議官にお渡しします。 

○染大臣官房審議官 どうもありがとうございました。 

○豊田部会長 それでは、本部会で審議いただく事項はすべて終

了いたしましたので、進行役をお返しいたします。 

○竹原果樹花き課長 本日はご多忙の中をご出席に加え、熱心な

ご議論をありがとうございました。事務局を代表いたしまして、

この１年余り長期にわたります熱心なご議論に対しまして、心よ

り御礼を申し上げる次第でございます。 

 なお、以下事務的なことでございますが、本日の部会の概要は

部会長にご確認をいただいたうえで、来週になろうかと思います

が、農林水産省のホームページで提示していく予定にしておりま

す。また、詳細な議事録につきましては、前回同様、後日、委員

の皆様のご確認をいただいたうえで農林水産省のホームページに

掲載していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 どうも長らくありがとうございました。 

午前１１時１３分 閉会 


